














要約:在宅福祉サービスの必要な人に迅速かつ適正にサービスを提供出来るシステムを保

健所が中心になり、医療・福祉・行政関係者と構築した。診療報酬上の市町村情報提供料

を利用し医療機関・老人保健施設と保健所、市町村のネットワークを形成すると共に、福

祉サービスの必要なケア対象者の医療重症度、ADL、家庭看護カ、住宅状況より個別にケ

アプランや標準サービス量を算出し、市町村高齢者サービス会議等に提示した。その結果、

市町村格差や福祉資源のストックによる格差の解消を図ると共に保健所の企画情報機能を

高めた。


